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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】  被験者に苦痛を与えることなく体腔の内壁面
を全周に亘って容易に内視することができるようにす
る。
【解決手段】  先端側に透明材料で形成されたカプセル
先体２１を有する楕円球状のカプセル体２０と、このカ
プセル体２０の中心線Ｌ回りに回転可能に内装された回
転体３０と、この回転体３０を回転させる駆動部６０
と、回転体３０の透明部に対応した部分に装着されるカ
メラ４０および光源部材５０と、カプセル体２０の基端
側から延設され、かつ、内部に光源用電力線７２、電磁
コイル用電力線７３およびカメラ４０による撮像信号を
出力する信号線７４が内装された可撓性を有する柔軟コ
ード７０とを備えて構成し、回転体３０には、カプセル
体２０の短軸面に対して傾斜した傾斜平面部３６を設
け、カメラ４０および光源部材５０をこの傾斜平面部３
６に取り付けている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体の体腔内に挿入して内視する内視鏡
であって、少なくとも先端側が透明な材料で形成された
透明部を有する楕円球状のカプセル体と、このカプセル
体の中心線回りに回転可能に内装された回転体と、この
回転体を回転駆動する駆動部と、上記回転体の上記透明
部に対応した部分に装着された撮像部および光源と、上
記カプセル体の基端側から延設され、かつ、上記駆動
部、光源および撮像部へ電力を供給する電力線並びに撮
像部からの撮像信号を出力する信号線が内装された可撓
性を有する柔軟コードとを備えて構成されていることを
特徴とする内視鏡。
【請求項２】  上記回転体は、先端側に上記中心線に対
して傾斜した傾斜面を有し、上記撮像部および光源はこ
の傾斜面に取り付けられていることを特徴とする請求項
１記載の内視鏡。
【請求項３】  上記カプセル体は、上記中心線方向に半
分ずつに分離可能な半楕円球状のカプセル基体と、この
カプセル基体に一体に接続される半楕円球状のカプセル
先体とにより構成され、上記カプセル先体によって上記
透明部が形成されていることを特徴とする請求項１また
は２記載の内視鏡。
【請求項４】  上記駆動部は、上記カプセル基体の内周
面に周方向等ピッチで設けられた複数のステータ磁極
と、上記回転体の基端側に上記ステータ磁極に対応して
設けられた複数のロータ磁極とによって構成されたモー
タ構造を有していることを特徴とする請求項３記載の内
視鏡。
【請求項５】  上記柔軟コードには、この柔軟コードに
対するカプセル体の傾倒姿勢を調節する軸心方向に押し
引き可能なワイヤが内装されていることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項６】  上記カプセル基体には、上記カプセル先
体の表面に向けて洗浄用流体を吹き付ける流体噴射孔が
設けられていることを特徴とする請求項３乃至５のいず
れかに記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、生体の消化器官
等の体腔内に挿入して内視するために用いられる内視鏡
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、生体の消化器官等の体腔内に挿入
して体腔の内壁面の状態を観察するために用いられる内
視鏡が知られている。この内視鏡は、可撓性を有する柔
軟なコードの先端にカメラおよび光源を内装したケーシ
ングを備えて構成されている。このケーシングを被験者
に飲み込ませて体腔内をカメラで撮影するとともに、撮
像を電気信号に変換して出力し、この電気信号をモニタ
ー装置に出力することによって体腔内の状態が検査され

2
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来の
内視鏡は、カメラの対物レンズがケーシングの先端面に
装着されているため、体腔内におけるケーシングの前方
位置しか撮影することができない。かかる不都合を解消
するために、通常、柔軟コードには、このコードの延び
る方向に対してケーシングの姿勢を変更させるためのワ
イヤが内装されている。このワイヤを操作することによ
ってケーシングを柔軟コードに対して傾斜させ、これに
よってカメラで体腔内の側面を撮影し得るようにしてい
る。
【０００４】しかし、このようにしてもワイヤの操作で
はケーシングが一方向にしか曲折しないため、体腔の内
側面を全周に亘って撮影しようとすれば、柔軟コードを
軸心回りに回転させる操作を行わなければならず、この
操作は、熟練を要する困難な操作である上、被験者に苦
痛を与えるという問題点を有していた。
【０００５】因みに、特開平６－１１４０３７号公報に
は、ケーシングをワイヤに沿って自走させるようにし、
これによって被験者の苦痛を和らげるように工夫された
内視鏡が提案されているが、この内視鏡もカメラの対物
レンズがケーシングの先端面に設けられているため、上
記問題点は解消されない。
【０００６】本発明は、上記のような状況に鑑みなされ
たものであって、被験者に苦痛を与えることなく体腔の
内壁面を全周に亘って容易に内視することができる内視
鏡を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、
生体の体腔内に挿入して内視する内視鏡であって、少な
くとも先端側が透明な材料で形成された透明部を有する
楕円球状のカプセル体と、このカプセル体の中心線回り
に回転可能に内装された回転体と、この回転体を回転駆
動する駆動部と、上記回転体の上記透明部に対応した部
分に装着された撮像部および光源と、上記カプセル体の
基端側から延設され、かつ、上記駆動部、光源および撮
像部へ電力を供給する電力線並びに撮像部からの撮像信
号を出力する信号線が内装された可撓性を有する柔軟コ
ードとを備えて構成されていることを特徴とするもので
ある。
【０００８】この発明によれば、体腔内撮影用のカメラ
等からなる撮像部を内装するケーシングとしてのカプセ
ル体を楕円球状としたため、口腔から体腔内への撮像部
の挿入が従来に比べて格段に容易になるとともに、撮像
部を飲み込むときの被験者の苦痛を大きく軽減すること
ができる。
【０００９】また、カプセル体を体腔内に挿入した状態
で、駆動部を駆動することにより、カプセル体内の回転
体がその中心線回りに回転するため、撮像部による体腔



(3) 特開２００２－１５３４１９

10

20

30

40

50

3
内の撮影範囲が拡大する。
【００１０】請求項２記載の発明は、請求項１記載の発
明において、上記回転体は、先端側に上記中心線に対し
て傾斜した傾斜面を有し、上記撮像部および光源はこの
傾斜面に取り付けられていることを特徴とするものであ
る。
【００１１】この発明によれば、カプセル体を体腔内に
挿入した状態で、駆動部を駆動することにより、カプセ
ル体内の回転体がその中心線回りに回転するため、回転
体の傾斜面に取り付けられた撮像部は、点灯した光源に
よって照らし出された体腔の内壁面を全周に亘って撮影
し得るようになる。
【００１２】従って、従来の内視鏡では、カプセル体そ
のものを回転させなければ撮像部を回転させることがで
きず、そのために体外に導出されているコードを軸心回
りに回すことで被験者に非常な苦痛を与えるような不都
合が解消され、被験者に何らの苦痛を与えることなく、
かつ、体腔の内壁面を全周に亘って確実に撮影すること
が可能になる。
【００１３】請求項３記載の発明は、請求項１または２
記載の発明において、上記カプセル体は、上記中心線方
向に半分ずつに分離可能な半楕円球状のカプセル基体
と、このカプセル基体に一体に接続される半楕円球状の
カプセル先体とにより構成され、上記カプセル先体によ
って上記透明部が形成されていることを特徴とするもの
である。
【００１４】この発明によれば、半楕円球状を呈したカ
プセル基体の円形端縁に、同カプセル先体を結合すると
いう簡単な組付け操作でカプセル体の半分に透明部を形
成することが可能になる。
【００１５】また、カプセル体は、カプセル基体とカプ
セル先体とに分離可能であるため、回転体をカプセル体
内へ組み込んで行う組付け作業や、回転体の保守・点検
作業が容易になる。
【００１６】請求項４記載の発明は、請求項３記載の発
明において、上記駆動部は、上記カプセル基体の内周面
に周方向等ピッチで設けられた複数のステータ磁極と、
上記回転体の基端側に上記ステータ磁極に対応して設け
られた複数のロータ磁極とによって構成されたモータ構
造を有していることを特徴とするものである。
【００１７】この発明によれば、駆動部を、カプセル基
体の内周面に配設された複数のステータ磁極と、回転体
の外周面に配設された複数のロータ磁極とで構成するこ
とにより、別途電動モータを設ける必要がなくなり、回
転体の回転構造を簡単なものにした上で、回転体を確実
に回転させ得るものになる。
【００１８】また、ステータ磁極を電磁コイルで形成す
るとともに、ロータ磁極を永久磁石で形成することによ
り、ロータ磁極側に電力を供給する必要がなくなり、駆
動部の構造が簡単なものになる。
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【００１９】請求項５記載の発明は、請求項１乃至４の
いずれかに記載の発明において、上記柔軟コードには、
この柔軟コードに対するカプセル体の傾倒姿勢を調節す
る軸心方向に押し引き可能なワイヤが内装されているこ
とを特徴とするものである。
【００２０】この発明によれば、ワイヤを操作すること
により、カプセル体を柔軟コードに対して傾倒し得るよ
うになり、これによってカプセル体が一個所に留まった
状態における撮像部の撮影範囲が拡大する。
【００２１】請求項６記載の発明は、請求項２乃至５の
いずれかに記載の発明において、上記カプセル基体に
は、上記カプセル先体の表面に向けて洗浄用流体を吹き
付ける流体噴射孔が設けられていることを特徴とするも
のである。
【００２２】この発明によれば、体腔内で透明部に異物
が付着して透明度が低下したとき、カプセル基体の流体
噴射口から流体を噴射することにより、この噴射流体が
カプセル先体の表面に吹き付けられ、これによる洗浄作
用で異物が取り除かれ、カプセル先体の低下した透明度
が回復する。
【００２３】
【発明の実施の形態】図１は、本発明に係る内視鏡の一
実施形態を示す一部切欠き分解拡大斜視図であり、図２
は、その組立て拡大斜視図である。また、図３は、図２
のＡ－Ａ線断面図である。因みに、本実施形態において
は、内視鏡１０の一要素であるカプセル体２０は、楕円
球状を呈し、短軸寸法が１０ｍｍ以下に設定されている
とともに、長軸寸法が２０ｍｍ以下に設定されている。
【００２４】図１～図３に示すように、内視鏡１０は、
玉子形の楕円球状を呈した、内部が空洞のカプセル体２
０と、このカプセル体２０の中心線Ｌ回りに回転可能に
内装された回転体３０と、この回転体３０に装着された
カメラ（撮像部）４０および撮影用の光源部材５０と、
上記回転体３０を回転させる駆動部６０と、上記カプセ
ル体２０の基端側から延設された可撓性を有する柔軟コ
ード７０とを備えて構成されている。
【００２５】上記カプセル体２０は、上記柔軟コード７
０が接続されるカプセル基体２２と、このカプセル基体
２２に着脱自在に結合される略同一形状のカプセル先体
２１とからなっている。カプセル先体２１およびカプセ
ル基体２２は、いずれも楕円球体が短軸面（楕円球体で
ある回転体３０の短軸を中心線Ｌ回りに回転させること
により形成される平面）を境にして二分されることによ
り形成される半楕円球状を呈している。
【００２６】カプセル先体２１は、透明な合成樹脂材料
を射出成形することによって形成されているのに対し、
カプセル基体２２は不透明な合成樹脂材料を射出成形す
ることによって形成されている。従って、図２に示すよ
うに、両者が互いに結合されて形成したカプセル体２０
は、基端側（図２の下方側）が不透明であるのに対し、
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先端側に内部が透けて見える透明部が形成された状態に
なっている。
【００２７】また、カプセル先体２１は、その短軸面側
に本体より外径寸法が若干小さい先体側環状縁部２１ａ
が段差状に形成され、この先体側環状縁部２１ａの外周
面に雄ねじ２１ｂが螺設されているのに対し、カプセル
基体２２の基体側環状縁部２２ａの内周面には上記雄ね
じ２１ｂに対応した雌ねじ２２ｂが螺設され、上記雄ね
じ２１ｂを雌ねじ２２ｂに螺着して締結することによ
り、図２に示すように、カプセル先体２１とカプセル基
体２２とが一体化したカプセル体２０が形成されるよう
になっている。そして、カプセル体２０が形成された状
態で、その内部に回転体３０を収容する収容室２９が形
成されるようになっている。
【００２８】上記カプセル基体２２は、内周面の雌ねじ
２２ｂが螺設されている部分より下方位置に上記先体側
環状縁部２１ａに対応した環状段差部２３を有してい
る。そして、カプセル先体２１をカプセル基体２２に螺
着するに際し、この環状段差部２３上に大径環状パッキ
ン２４を積層した状態でカプセル先体２１の雄ねじ２１
ｂをカプセル基体２２の雌ねじ２２ｂにねじ込むことに
より、大径環状パッキン２４が先体側環状縁部２１ａお
よび基体側環状縁部２２ａ間に圧縮状態で介設され、こ
れによってカプセル先体２１およびカプセル基体２２の
接合部分での収容室２９内の気密性が確保されるように
なっている。
【００２９】また、カプセル基体２２の内面底部には、
同心で後述する電力線７２，７３や信号線７４等を収容
室２９内に引き入れるための引込み孔２５が設けられて
いる。この引込み孔２５は二段構造とされ、収容室２９
に隣接した大径孔２５ａと、これに続く大径孔２５ａよ
り若干径寸法が小さい小径孔２５ｂとからなっている。
かかる引込み孔２５の段差部分（すなわち大径孔２５
ａ）に後述する小径ベアリング３４が嵌め込まれる。
【００３０】また、カプセル基体２２の外面底部には、
引込み孔２５と同心で外方に向けて突設された接続筒２
６が設けられている。この接続筒２６は、内径寸法が上
記小径孔２５ｂのそれと同一に寸法設定されている。か
かる接続筒２６の端縁面には環状溝２６ａが凹設されて
いる。
【００３１】一方、カプセル基体２２の外面には、中心
線Ｌに対して線対称位置に膨設された一対の膨出条２７
が設けられている。これらの膨出条２７には、長手方向
に延びる通液路２７ａが設けられているとともに、各通
液路２７ａの先端部（図１の上部）には洗浄液をカプセ
ル先体２１の外周面に向けて噴射する洗浄液噴射孔２７
ｂが形成されている。そして、上記通液路２７ａの基端
部は、上記環状溝２６ａに連通され、環状溝２６ａを介
して送り込まれた洗浄液が通液路２７ａを通って洗浄液
噴射孔２７ｂからカプセル先体２１の表面に向けて噴射

6
され、これによってカプセル先体２１の表面の異物付着
による汚れが洗浄されるようになっている。
【００３２】上記回転体３０は、カプセル体２０と同様
に玉子型の楕円球状を呈し、カプセル体２０内に収容し
得るようにその収容室２９より小容量とされ、かつ、上
記カメラ４０および光源部材５０を内装する装着室３９
が形成されるように内部が空洞とされている。
【００３３】かかる回転体３０は、図３に示すように、
カプセル先体２１に対応した半楕円球状の先端側回転体
３１と、カプセル基体２２に対応した基端側回転体３２
とが、互いに着脱自在に接続されることによって形成さ
れている。本実施形態においては、先端側回転体３１の
環状縁部に外周面に雄ねじ３１ａが螺設されているとと
もに、基端側回転体３２の環状縁部の内周面に上記雄ね
じ３１ａに対応した雌ねじ３２ａが螺設され、雄ねじ３
１ａを雌ねじ３２ａに螺着して締結することにより、先
端側回転体３１と基端側回転体３２とが一体化して回転
体３０が形成されるようにしている。
【００３４】また、カプセル基体２２の底部には、上記
カプセル基体２２の小径孔２５ｂと略同一の外径寸法を
有する偏平軸３３が回転体３０と同心で突設されてい
る。この偏平軸３３に、上記大径孔２５ａの内径寸法よ
り僅かに小さい外径寸法を有する小径ベアリング３４が
外嵌された状態で、この小径ベアリング３４が大径孔２
５ａに嵌め込まれるようになっている。
【００３５】また、回転体３０における中心線Ｌの延び
る方向の略中央位置には、外径寸法がカプセル基体２２
の収容室２９に摺接状態で嵌め込み得るように寸法設定
された大径ベアリング３５が摺接状態で外嵌されてい
る。従って、偏平軸３３が小径ベアリング３４を介して
引込み孔２５に嵌め込まれた状態で、大径ベアリング３
５がカプセル基体２２の収容室２９内に嵌め込まれるこ
とにより、回転体３０は、収容室２９内において大小の
ベアリング３４，３５に支持された状態で中心線Ｌ（図
１）回りに円滑に回転し得るようになっている。
【００３６】また、先端側回転体３１は、その周面の一
部が平らにされることによって形成された傾斜平面部３
６を有している。この傾斜平面部３６は、本実施形態に
おいては、回転体３０の短軸面に対する角度αが４５°
に設定されている。そして、上記カメラ４０および光源
部材５０は、このように角度設定された傾斜平面部３６
に裏側から装着されている。
【００３７】上記カメラ４０は、本実施形態において
は、多数の画素が縦横に配列された画素行列からなる固
体撮像ディバイスに撮像が投影されることにより、各画
素の撮像データが電気信号に変換されるように構成され
た、いわゆる超小型のＣＣＤ（ｃｈａｒｇｅ－ｃｏｕｐ
ｌｅｄ－ｄｅｖｉｃｅ（電荷結合素子））カメラが採用
されている。かかるカメラ４０は、撮像レンズ４１を備
えた筒状のレンズ部４２と、この筒状のレンズ部４２の
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7
後方位置に設けられ、かつ、上記固体撮像ディバイスが
内装された箱型のディバイス部４３とを備えて構成され
ている。
【００３８】そして、上記レンズ部４２が、先端側回転
体３１の傾斜平面部３６の適所に穿設されたカメラ装着
孔３６ａに嵌入され、ねじ止めその他で固定されること
によって、カメラ４０が撮像レンズ４１を外方に向けた
状態で先端側回転体３１内に装着されるようになってい
る。
【００３９】上記光源部材５０は、本実施形態において
は、光源としてキセノンランプ５３ａを使用するものが
適用されている。キセノンランプ５３ａは、キセノン中
の放電を利用したランプであり、石英ガラスの管球中に
高圧のキセノンが封入されて形成され、管球中のキセノ
ンに電圧を印加することによる放電で点灯し、いわゆる
キセノン光を照射するようになっている。かかるキセノ
ン光は、太陽光によく似た連続スペクトルを有してお
り、しかも極めて高輝度の光源となることから、本発明
の内視鏡１０ような小型の機器の光源として好適であ
る。
【００４０】かかる光源部材５０は、凹レンズ５１を備
えた筒状のレンズ部５２と、この筒状のレンズ部５２の
後方位置に設けられ、かつ、上記キセノンランプ５３ａ
が内装された外径が箱型のランプ部５３とを備えて構成
されている。
【００４１】そして、上記レンズ部５２が、上記傾斜平
面部３６におけるカメラ装着孔３６ａに隣接して穿設さ
れたランプ装着孔３６ｂに嵌入され、ねじ止めその他で
固定されることによって、光源部材５０がレンズ部５２
を外方に向けた状態で先端側回転体３１内に装着される
ようになっている。因みに、光源部材５０で凹レンズ５
１が使用されるのは、光源からの光を拡散させて体腔内
におけるキセノン光の照射範囲を拡大させるためであ
る。
【００４２】上記駆動部６０は、上記カプセル基体２２
の内周面に周方向等ピッチで設けられた複数（偶数）個
の電磁コイル（ステータ電極）６１と、上記基端側回転
体３２の外周面にこれら電磁コイル６１に対応して貼設
された電磁コイル６１と同数の永久磁石（ロータ磁極）
６２とを備えて構成された、いわゆるパルスモータによ
って形成されている。
【００４３】電磁コイル６１は、カプセル基体２２の内
周面に周方向等ピッチで突設された、中心線Ｌ方向に長
尺の複数の鉄心６３に導線６４が巻成されて形成されて
いる。各電磁コイル６１は、互いに隣接するものの鉄心
６３への巻成方向が逆になるように導線６４で直列に接
続されている。こうすることで、電磁コイル６１は、通
電されることにより互いに隣接したものの極性が逆にな
るようにしている。すなわち、一の鉄心６３の表面側
（中心線Ｌに対向している側）がＮ極に励磁されている
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場合は、その両隣りの鉄心６３の表面側はＳ極に励磁さ
れる。
【００４４】また、基端側回転体３２の外周面に貼設さ
れる永久磁石６２も、隣接するものの極性が逆になるよ
うに（…Ｎ極－Ｓ極－Ｎ極－Ｓ極…）設定されている。
従って、導線６４に１パルス毎に供給方向を変更しなが
らパルス電流を供給することにより、電磁コイル６１
は、パルス幅の時間が経過する毎に極性が変更され、こ
れによって生じる一の永久磁石６２に対する反発力と他
の永久磁石６２に対する吸引力とにより回転体３０が中
心線Ｌ回りに所定の方向に回転することになる。
【００４５】そして、回転体３０の回転速度は、パルス
電流のパルス幅を変更することにより調節することがで
き、回転体３０の回転方向は、パルス電流の電磁コイル
６１に対する供給タイミングを調節することにより変更
することができる。
【００４６】上記柔軟コード７０は、カプセル体２０内
の電磁コイル６１および回転体３０内の光源部材５０に
電力を供給するとともに、カメラ４０が体腔内を撮影す
ることによって得られた撮像信号を出力するためのもの
である。
【００４７】かかる柔軟コード７０は、軟質の合成樹脂
（例えばウレタンフォームやスチレンフォーム等の発泡
性合成樹脂）製のコード本体７１と、このコード本体７
１に長手方向の全長に亘って埋設された光源用電力線７
２と、同電磁コイル用電力線７３と、同カメラ４０を操
作する制御信号用のカメラ操作線７８と、同カメラ４０
の撮像データを出力するための信号線７４と、光源用電
力線７２およびカメラ操作線７８を対象としたアース線
７１０と、同コード本体７１より強靭な合成樹脂材料
（例えばポリテトラフルオロエチレンやポリイミドな
ど）からなるガイドチューブ７５と、このガイドチュー
ブ７５内に嵌挿される強靭な金属材料製のワイヤ７６と
からなっている。なお、電磁コイル用電力線７３につい
ては、専用のアース線とカップルになっている。
【００４８】そして、このような柔軟コード７０は、コ
ネクタ８０を介してカプセル体２０に接続されている。
図４は、コネクタ８０の一実施形態を示す斜視図であ
る。図４に示すように、コネクタ８０は、筒状のコネク
タ本体８１と、このコネクタ本体８１の中間位置に形成
されたフランジ部８２と、上記コネクタ本体８１の先端
側（図１の上方側）から外部に突出した円柱状の端子部
材８３と、上記フランジ部８２の基端面（図１の下方
側）から突出した受水接続筒８４とからなっている。コ
ネクタ本体８１の外径寸法は、上記接続筒２６の内径寸
法より僅かに小さく寸法設定されているとともに、フラ
ンジ部８２の外径寸法は、上記接続筒２６の外径寸法と
同一に寸法設定されている。
【００４９】そして、コネクタ本体８１のフランジ部８
２より先端側には、雄ねじ８１ａが螺設され、この雄ね
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9
じ８１ａを、小径環状パッキン８５を介して接続筒２６
の内周面に螺設された雌ねじ２６ｂに螺着することによ
り、フランジ部８２が小径環状パッキン８５を介して接
続筒２６の端面に押圧当止し、これによって収容室２９
内の気密性が確保されるようになっている。
【００５０】上記端子部材８３の側面からは、一対の電
磁コイル用電力線７３が引き出されているとともに、端
子部材８３の端面には、径方向に光源用電力線７２、信
号線７４、カメラ操作線７８およびアース線７１０対応
した炭素材料等からなる接続端子７２０がそれぞれ突設
されている。また、端子部材８３の側面から引き出され
た上記一対の電磁コイル用電力線７３は、コネクタ８０
が接続筒２６に接続された状態で、電磁コイル６１の導
線６４の各先端にそれぞれ結線される。
【００５１】一方、上記基端側回転体３２の偏平軸３３
の基端面には、上記各接続端子７２０に対応した環状端
子３３０がそれぞれ偏平軸３３と同心で設けられてい
る。各環状端子３３０は、それぞれ対応したカメラ４０
のディバイス部４３および光源部材５０のランプ部５３
に接続されている。
【００５２】従って、コネクタ８０がカプセル基体２２
の接続筒２６に螺着された状態で、回転体３０の偏平軸
３３をカプセル基体２２の引込み孔２５に嵌入すること
により、接続端子７２０が環状端子３３０に当接して両
者がそれぞれ電気的に接続状態になる。そして、これら
の接続状態は、回転体３０が中心線Ｌ回りに回転しても
解消されずに継続される。
【００５３】上記受水接続筒８４は、フランジ部８２に
上記接続筒２６の環状溝２６ａに対応して穿設された接
続孔８２ａに連通されている。かかる受水接続筒８４に
は、洗浄液をカプセル基体２２の通液路２７ａ（図１）
に送り込むための洗浄液チューブ７７が接続されてい
る。また、上記小径環状パッキン８５には、接続孔８２
ａに対応した位置に周方向に延びる円弧長孔８５ａが穿
設され、これによって、小径環状パッキン８５を介して
コネクタ８０を接続筒２６に接続しても、接続孔８２ａ
から吐出された洗浄液は、円弧長孔８５ａを通って環状
溝２６ａに到るようになっている。
【００５４】従って、コネクタ８０が小径環状パッキン
８５を介して接続筒２６に接続された状態で、洗浄液チ
ューブ７７に洗浄液を圧入すると、この洗浄液は、受水
接続筒８４、フランジ部８２の接続孔８２ａ、小径環状
パッキン８５の円弧長孔８５ａおよび接続筒２６の環状
溝２６ａを介してカプセル基体２２の通液路２７ａに導
入され、この通液路２７ａの先端部の洗浄液噴射孔２７
ｂからカプセル先体２１の表面に向けて噴射され、これ
によってカプセル先体２１の表面が洗浄されることにな
る。
【００５５】上記ワイヤ７６（図１）は、柔軟コード７
０の延びる方向に対してカプセル体２０を曲折させるも
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のであり、図示は省略しているが、ガイドチューブ７５
の先端がコネクタ本体８１と若干離間した状態でコード
本体７１に埋設されているのに対し、ワイヤ７６の先端
はコネクタ本体８１に固定されている。
【００５６】従って、ワイヤ７６をコード本体７１の延
びる方向に強く引くことにより、コネクタ本体８１にお
けるワイヤ７６の先端が固定された部分がガイドチュー
ブ７５の方向に引き寄せられ、これによるコード本体７
１の先端部の曲折でコネクタ８０を介してカプセル体２
０がワイヤ７６の方向に傾くようになっている。ワイヤ
７６の牽引を中止すると、撓んでいたコード本体７１は
その弾性力によって元の状態に戻るため、カプセル体２
０は元の姿勢に復帰する。
【００５７】本発明の内視鏡１０は、以上詳述したよう
に、生体の体腔内に挿入して内視して病状を視認するた
めのものであり、先端側に透明材料で形成された透明部
を有する楕円球状のカプセル体２０と、このカプセル体
２０の中心線Ｌ回りに回転可能に内装された回転体３０
と、この回転体３０を回転させる駆動部６０と、回転体
３０の透明部（先端側回転体３１）に装着されるカメラ
４０および光源部材５０と、カプセル体２０の基端側か
ら延設され、かつ、内部に光源用電力線７２、電磁コイ
ル用電力線７３およびカメラ４０による撮像信号を出力
する信号線７４が内装された可撓性を有する柔軟コード
７０とを備えて構成し、回転体３０には、カプセル体２
０の短軸面に対して傾斜した傾斜平面部３６を設け、カ
メラ４０および光源部材５０をこの傾斜平面部３６に取
り付けたため、カプセル体２０を体腔内に挿入した状態
で、駆動部６０の駆動により、カプセル体２０内の回転
体３０をその中心線Ｌ回りに回転させることが可能にな
り、これによって回転体３０の傾斜面に取り付けられた
カメラ４０で光源部材５０によって照らし出された体腔
の内壁面を全周に亘って撮影することができる。
【００５８】このように、駆動部６０の駆動でカメラ４
０を搭載したカプセル体２０内の回転体３０を回転させ
るようにしたため、カプセル体２０そのものを回転させ
なければカメラ４０を回転させることができず、従っ
て、被験者に非常な苦痛を与えながら体外に導出されて
いるコードを軸心回りに回すことでカプセル体２０を回
転させるという従来の不都合が解消され、被験者に何ら
の苦痛を与えることなく、かつ、体腔の内壁面を全周に
亘って確実に撮影することができる。
【００５９】そして、特に回転体３０の傾斜平面部３６
にカメラ４０を設けたことにより、体腔内の内視鏡１０
が向かう正面側および側面側の双方を撮影することが可
能になり、短時間の内視で広範囲に体腔内の病状を視認
することができ、内視診断の迅速化を図ることができ
る。
【００６０】そして、上記の実施形態においては、カプ
セル体２０を、半楕円球状のカプセル基体２２と、この



(7) 特開２００２－１５３４１９

10

20

30

40

50

11
カプセル基体２２に一体に接続される半楕円球状のカプ
セル先体２１とによって構成し、カプセル先体２１を透
明材料で形成することによって本発明の透明部を形成し
たため、半楕円球状を呈したカプセル基体２２の円形端
縁に、同カプセル先体２１を結合するという簡単な組付
け操作でカプセル体２０の半分に透明部を形成すること
が可能になり、カプセル体２０の製造が容易になる。
【００６１】また、カプセル体２０は、カプセル基体２
２とカプセル先体２１とに分離可能であるため、回転体
３０をカプセル体２０内へ組み込んで行う組付け作業
や、回転体３０の保守・点検作業を容易に行うことがで
きる。
【００６２】また、駆動部６０を、カプセル基体２２の
内周面に周方向等ピッチで設けられた複数の電磁コイル
６１と、回転体３０に電磁コイル６１に対応して設けた
複数の永久磁石６２とによって構成し、永久磁石６２
を、カプセル基体２２の内周面に対向する面が交互にＮ
極およびＳ極になるように配設したため、複数の電磁コ
イル６１の互いに隣設しているものに異なった方向から
の電流を供給するとともに、この電流の供給方向を所定
の時間ピッチで切り替えることにより、Ｎ極とＳ極とが
交互に切り換わるとともに、回転体３０の外周面に配設
された複数の永久磁石６２が電磁コイル６１の励磁に対
して順次反発を繰り返し、これによって回転体３０を所
定の方向に向けて回転させることができる。
【００６３】このように、駆動部６０を、カプセル基体
２２の内周面に複数の電磁コイル６１を配設するととも
に、回転体３０の外周面に複数の永久磁石６２を配設す
ることで構成したため、駆動部６０を、簡単な構造であ
りながら回転体３０を確実に回転させ得るものにするこ
とができる。
【００６４】図５は、本発明に係る上記実施形態の内視
鏡１０を利用した内視装置９０の一実施形態を示す説明
図である。図５に示すように、内視装置９０は、上記の
実施形態において詳細に説明した本発明に係る内視鏡１
０と、この内視鏡１０による体腔内の撮影操作を制御す
る制御装置９１と、この制御装置９１に対して各種の操
作信号を入力する操作部９２と、内視鏡１０の撮像をテ
レビジョン画面に出力するモニター装置９３と、このモ
ニター装置９３のモニター画像を印刷出力する出力装置
９４と、カプセル体２０に洗浄液を供給する洗浄液供給
装置７７ａを備えて構成されている。
【００６５】上記制御装置９１は、図略のＣＰＵやＭＳ
を有し、必要に応じて図略のＲＡＭやＲＯＭ等を備えた
いわゆるマイクロコンピュータにより形成され、特にＣ
ＰＵには、駆動電流形成部９１ａと、カメラ駆動部９１
ｂと、ランプ用電源部９１ｃと、撮像信号処理部９１ｄ
とが備えられている。
【００６６】上記駆動電流形成部９１ａは、商用電源９
９から供給される電力をパルス状の所定の駆動電流に変

12
換するものである。
【００６７】上記カメラ駆動部９１ｂは、駆動電流形成
部９１ａからの駆動電流を調整し、電磁コイル用電力線
７３を介してカプセル基体２２の電磁コイル６１（図
１）へ出力するものであり、操作部９２からの操作信号
に応じて回転体３０の回転速度や回転方向を制御するよ
うになっている。
【００６８】上記ランプ用電源部９１ｃは、商用電源９
９からの電圧を所定の周波数の高電圧に変圧し、光源用
電力線７２を介してカプセル先体２１の光源部材５０
（図１）のランプ部５３へ出力するものである。
【００６９】上記撮像信号処理部９１ｄは、信号線７４
を介して送信されてきた、カメラ４０からの体腔内の撮
像信号を処理してモニター装置９３に出力され得る画像
情報に変換するものである。
【００７０】上記操作部９２は、内視鏡１０の回転体３
０の駆動を上記制御装置９１を介して操作するものであ
り、電源スイッチ９２ａと、駆動スイッチ９２ｂと、回
転速度調節ダイヤル９２ｃと、回転方向切換えスイッチ
９２ｄと、点灯スイッチ９２ｅと、印刷ボタン９２ｆと
を備えている。また、操作部９２には、洗浄ボタン９２
ｇが設けられ、この印刷ボタン９２ｆの操作で洗浄液チ
ューブ７７を介してカプセル体２０内に洗浄液が送り込
まれるようになっている。さらに、操作部９２には、カ
メラ操作ボタン９２ｈが設けられている。
【００７１】上記電源スイッチ９２ａは、オン・オフ操
作で商用電源９９からの電力の制御装置９１への供給お
よび供給遮断を行うものであり、オン操作を行うことに
より制御装置９１は自力で所定の立ち上がり操作を行
い、スタンバイ状態になる。
【００７２】上記駆動スイッチ９２ｂは、オン・オフ操
作で回転体３０を回転させたり、止めたりするものであ
り、この駆動スイッチ９２ｂから出力された信号によっ
て商用電源９９からの駆動電流形成部９１ａへの電力の
供給、遮断が行われるようになっている。
【００７３】上記回転速度調節ダイヤル９２ｃは、回転
体３０の回転速度を所望のものに設定するために操作さ
れるものであり、この回転速度調節ダイヤル９２ｃの操
作量はカメラ駆動部９１ｂに入力されるようになってい
る。そして、この操作量の入力されたカメラ駆動部９１
ｂは、駆動電流形成部９１ａからの駆動電流を操作量に
応じた周期のパルス信号に変換し（操作量に反比例して
パルス信号の周期は短くされる）、これによって回転体
３０は駆動スイッチ９２ｂの操作量に応じた回転速度で
回転することになる。
【００７４】上記回転方向切換えスイッチ９２ｄは、回
転体３０の回転方向を変更するときに操作されるもので
あり、この回転方向切換えスイッチ９２ｄからの切換え
信号も上記カメラ駆動部９１ｂに入力される。この切換
え信号が入力されたカメラ駆動部９１ｂは、電磁コイル
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６１へのパルス信号の出力タイミングを適正にずらせて
鉄心６３の吸引方向を変換させ、これによって回転体３
０の回転方向を変更するようになっている。
【００７５】上記点灯スイッチ９２ｅは、ランプ部５３
のキセノンランプ５３ａの点灯・消灯を操作するもので
あり、この点灯スイッチ９２ｅからのオン・オフ信号は
ランプ用電源部９１ｃに入力されるようになっている。
そして、オン信号が入力されたときは、商用電源９９か
らの電圧を所定の高圧に変圧してランプ部５３へ出力さ
れ、これによってキセノンランプ５３ａが点灯する一
方、オフ信号が入力されたときは商用電源９９からのラ
ンプ部５３への電力供給が遮断され、キセノンランプ５
３ａが消灯するようになっている。
【００７６】上記カメラ操作ボタン９２ｈは、カメラ４
０による撮影のオン・オフ操作と、カメラ４０のディバ
イス部４３に内装されているシャッターや撮像レンズ４
１の焦点距離を調節するものであり、このカメラ操作ボ
タン９２ｈからの操作信号は、カメラ駆動部９１ｂを介
してカメラ４０へ出力され、これによってシャッター機
構が所定の動作を行ったり、焦点距離が調節されるよう
になっている。なお、カメラ４０は、常にシャッター全
開で使用されるようにしてもよい。
【００７７】上記モニター装置９３は、テレビジョン画
面を有し、上記撮像信号解析部９１ｂからの画像情報に
基づいてカメラ４０による撮像が再現され、この再現さ
れた撮像がテレビジョン画面に映し出されるようになっ
ている。
【００７８】上記出力装置９４は、モニター装置９３に
映し出されている画像を印刷出力するものであり、印刷
ボタン９２ｆを押圧操作することによって現に映し出さ
れているテレビジョン画像が印刷出力されるようになっ
ている。
【００７９】上記洗浄液供給装置７７ａは、蒸留水その
他の洗浄液を貯留する洗浄液貯槽７７ｂと、この洗浄液
貯槽７７ｂ内の洗浄液をポンプアップし、洗浄液配管７
７ｄを介して送出する送出ポンプ７７ｃとを備えて構成
されている。上記洗浄液チューブ７７は、その基端部が
洗浄液配管７７ｄに接続可能になっている。そして、洗
浄液チューブ７７を洗浄液配管７７ｄに接続した状態
で、洗浄ボタン９２ｇを押圧操作することにより商用電
源９９からの電力が制御装置９１を介して送出ポンプ７
７ｃへ出力され、これによる送出ポンプ７７ｃの駆動で
洗浄液貯槽７７ｂ内の洗浄液が送出され、カプセル体２
０に供給されるようになっている。
【００８０】かかる内視装置９０の構成によれば、例え
ば被験者Ｃの胃Ｃ１の内視検査を行うに際しては、ま
ず、準備段階として操作部９２の電源スイッチ９２ａが
オン操作されて商用電源９９からの電力が制御装置９１
に供給され、制御装置９１における所定のプログラムの
立ち上げ処理等が行われて内視装置９０がスタンバイ状
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態にされる。また、洗浄液チューブ７７が洗浄液配管７
７ｄに接続される。
【００８１】ついで、カプセル体２０が被験者Ｃの口腔
Ｃ２から胃Ｃ１に向けて差し入れられる。このとき、カ
プセル体２０は、外形がラグビーボール状の楕円球体に
よって形成されているため、従来の円柱状のものに比べ
て錠剤や飴玉を飲み込むときと同様に楽に飲み下すこと
ができるため、被験者Ｃに苦痛を与えるような従来の不
都合は生じない。
【００８２】そして、カプセル体２０が、図４に示すよ
うに、胃Ｃ１内に到達したことが確認されると、点灯ス
イッチ９２ｅおよび駆動スイッチ９２ｂをオン操作す
る。そうすると、ランプ用電源部９１ｃからの高電圧が
光源用電力線７２を介して光源部材５０（図１～図３）
のキセノンランプ５３ａ（図３）に印加され、これによ
って胃Ｃ１内が照明されるとともに、駆動電流形成部９
１ａからの駆動電流がカメラ駆動部９１ｂを介してカプ
セル基体２２内の電磁コイル６１へ出力され得る状態に
設定される。また、駆動スイッチ９２ｂのオン操作でカ
メラ４０は撮影を開始し、この撮像データが信号線７４
を介して撮像信号処理部９１ｄに入力され、ここで所定
の処理が施されてモニター装置９３に出力される。これ
によって、モニター装置９３のテレビジョン画面には、
現にカメラ４０が撮影している胃Ｃ１の内壁面が映し出
される。
【００８３】ついで、「０」の目盛りに設定されている
回転速度調節ダイヤル９２ｃを所定の方向に回していく
と、この操作信号が制御装置９１に入力され、これによ
るカメラ駆動部９１ｂからの電磁コイル６１への駆動電
流の出力で回転体３０は所定の方向に回転する。そし
て、回転速度調節ダイヤル９２ｃの回動量を大きくして
いくと、これに比例して回転体３０は増速される。
【００８４】回転体３０の回転方向を逆転させるとき
は、回転方向切換えスイッチ９２ｄがオン操作される。
こうすることによって、回転体３０は、現状の回転速度
が「０」になるまで漸減された後に逆方向に回転し、こ
の回転速度は現に回転速度調節ダイヤル９２ｃによって
設定されている速度になるまで増速される。
【００８５】そして、カメラ４０は、回転体３０の傾斜
平面部３６に設けられているため、カメラ４０で撮影し
ながら回転体３０を回転させることにより、撮像レンズ
４１の前方位置の胃Ｃ１の内壁面がモニター装置９３に
映し出されるとともに、胃Ｃ１の周壁が全周に亘ってモ
ニター装置９３に順次映し出されるため、胃Ｃ１内を迅
速に広範囲に亘って内視することが可能になり、これに
よって内視検査の効率化を実現することができる。
【００８６】また、モニター装置９３を目視観察しなが
ら所望の画像を印刷出力するときは、印刷ボタン９２ｆ
をオン操作する。そうすると、印刷ボタン９２ｆからの
操作信号が撮像信号処理部９１ｄに入力され、現にモニ
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ター装置９３に映し出されているのと同一の画像データ
が撮像信号処理部９１ｄから出力装置９４に同時に出力
され、これによって出力装置９４はその画像を印刷出力
する。
【００８７】また、胃Ｃ１内の撮影中に透明なカプセル
先体２１に異物が付着して撮影が行い得なくなったとき
は、洗浄ボタン９２ｇをオン操作する。そうすると、こ
の操作信号は、制御装置９１を介して送出ポンプ７７ｃ
へ出力され、これによる送出ポンプ７７ｃの駆動によっ
て洗浄液貯槽７７ｂ内の洗浄液が洗浄液配管７７ｄおよ
び洗浄液チューブ７７を介してカプセル基体２２の通液
路２７ａに供給され、この通液路２７ａの先端の洗浄液
噴射孔２７ｂからカプセル先体２１の表面に向けて吐出
される。これによってカプセル先体２１の表面の異物が
除去され、カメラ４０の視界が回復する。
【００８８】本発明は、上記の実施形態に限定されるも
のではなく、以下の内容をも包含するものである。
【００８９】（１）上記の実施形態においては、先端側
回転体３１に形成された傾斜平面部３６の短軸面に対す
る傾斜角度が４５°に設定されているが、本発明は、傾
斜平面部３６の傾斜角度αが４５°であることに限定さ
れるものではなく、状況に応じて「０°＜α＜９０°」
の範囲で任意に設定することができるが、特に「３０°
＜α＜６０°」の範囲内に設定するのが好ましい。
【００９０】その理由は、傾斜角度αが３０°以下であ
ると、内視鏡１０は、体腔内の主に前方位置しか撮影す
ることができず、体腔の内周面の状況を視認することが
困難になるからである。また、傾斜角度αが６０°以上
になると、今度は逆に内視鏡１０は、体腔の主に側面し
か映し出すことができなくなり、体腔の前方位置の映像
を通した目視観察が困難になるからである。
【００９１】これに対し、傾斜角度αを３０°以上でか
つ６０°未満に設定した場合には、内視鏡１０は体腔内
において内視鏡１０の前方位置および側方位置の双方を
確実に撮影することが可能になり、体腔内の確実な視認
を確保した上で検査の迅速性を達成することができる。
【００９２】（２）上記の実施形態においては、光源部
材５０の光源としてキセノンランプ５３ａが用いられ、
このキセノンランプ５３ａからのキセノン光が体腔内に
向けて照射されるようになされているが、本発明は、光
源がキセノンランプ５３ａであることに限定されるもの
ではなく、通常のランプや発光素子等の発光体から照射
される光を用いてもよい。
【００９３】（３）上記の実施形態においては、光源部
材５０は、対物面にキセノン光の照射範囲を広げるため
の凹レンズ５１を有しているが、凹レンズ５１に代えて
通常のガラス板を用いてもよいし、キセノンランプ５３
ａを直接ランプ装着孔３６ｂに望ませるようにしてもよ
い。
【００９４】（４）上記の実施形態においては、電磁コ
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イル６１をカプセル基体２２に設けるとともに、永久磁
石６２を基端側回転体３２に設けているが、こうする代
わりに電磁コイル６１を基端側回転体３２に設けるとと
もに、永久磁石６２をカプセル基体２２に設けるように
してもよい。
【００９５】（５）上記の実施形態においては、カプセ
ル体２０はラグビーボール状の楕円球体のものが採用さ
れているが、本発明は、カプセル体２０がラグビーボー
ル状であることに限定されるものではなく、真球状であ
ってもよい。このことは、楕円という概念が、楕円にお
ける離心率が「０」のもの、すなわち真円を含む概念で
あることによるものである。
【００９６】真球状のものとしては、図６に示すような
内視鏡１０′を挙げることができる。この内視鏡１０′
は、半球状のカプセル先体２１′およびカプセル基体２
２′からなる真球状のカプセル体２０′と、半球状の先
端側回転体３１′および基端側回転体３２′からなる回
転体３０′とを備えた基本構成を有している。カプセル
先体２１′は透明な合成樹脂によって形成されている。
【００９７】そして、回転体３０′は、外径寸法がカプ
セル基体２２′の内径寸法より僅かに小さく寸法設定さ
れ、これによって回転体３０′は、基端側回転体３２′
がカプセル基体２２′の内面に摺接した状態で中心線Ｌ
回りに回転し得るばかりか、中心線Ｌに対して傾斜する
方向にも回動し得るようになっている。
【００９８】また、カメラ４０および光源部材５０は、
先端側回転体３１′の偏平に加工された頂面に中心線Ｌ
の延びる方向に向けて設けられている。その他の構成、
すなわち基端側回転体３２′に永久磁石６２が設けられ
ているとともに、カプセル基体２２′に電磁コイル６１
が設けられ、これら電磁コイル６１および永久磁石６２
によって駆動部６０が形成されている点については先の
実施形態と類似しているが、回転体３０がいずれの方向
に向けても回動可能になっているため、永久磁石６２に
対する駆動電流のパルスの与え方によって回転体３０′
を中心線Ｌ回りに回転させたり、中心線Ｌに対して傾倒
させたりし得るようになっている点が先の実施形態と相
違している。
【００９９】また、この実施形態においては、カメラ４
０に接続される電力線や信号線および光源部材５０に接
続される電力線は、先の実施形態のような接続端子を介
することなく柔軟コード７０から直接引き延ばされてい
るが、その代わり回転体３０′内でコイル状の弛み部が
設けられ、この弛み部の伸縮で回転体３０′の回転や傾
倒に対応するようになされている。
【０１００】かかる内視鏡１０′によれば、内視鏡１
０′を体腔内に挿入した状態で、回転体３０′を中心線
Ｌ回りに回動させたり、中心線Ｌに対して傾倒させたり
することにより、カメラ４０は体腔内の非常に広い範囲
を撮影し得るようになり、内視鏡１０′の操作性が格段
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に向上する。
【０１０１】なお、回転体３０′の回動や傾倒は、電磁
コイル６１および永久磁石６２からなる駆動部６０によ
って行う代わりに、所定本数のワイヤを柔軟コード７０
を介してカプセル体２０′内に引き入れ、これらのワイ
ヤを操作することによって回転体３０′を回動させたり
傾倒させるようにしてもよい。
【０１０２】（６）上記の実施形態においては、内視装
置９０の操作部９２に回転体３０の回転速度を設定する
ための回転速度調節ダイヤル９２ｃと、回転体３０の回
転方向を変更する回転方向切換えスイッチ９２ｄとを設
けているが、回転方向切換えスイッチ９２ｄの設置を省
略し、その代わり回転速度調節ダイヤル９２ｃを目盛り
の「０」位置から一方向に回すことにより回転体３０が
一方向に回動量に応じて増速しながら回転する一方、同
他方向に回すことにより、回転体３０が他方向に回転す
るようにしてもよい。
【０１０３】（７）上記の実施形態においては、カメラ
４０は、移動焦点式のものが採用され、かつシャッター
を備えたものが採用されているが、本発明は、カメラ４
０が移動焦点機構やシャッター機構を設けたものである
ことに限定されるものではなく、固定焦点式にしたり、
シャッター機構を設けないものとすることができる。シ
ャッター機構を設けない場合は、スイッチオンされるこ
とによりカメラ４０は常に撮影を行っている状態にな
る。
【０１０４】（８）上記の実施形態においては、カプセ
ル体２０側と回転体３０側とは、両者の電力線や信号線
の接続を接続端子７２０およびこれに当接する環状端子
３３０とを介して行うようにしているが、こうする代わ
りに例えばスパイラル状態に巻かれた余裕の長さを有す
る接続線を介して結線状態で両者を接続してもよい。こ
うすることによって例えば信号線の場合、ノイズのない
状態で信号を遣り取りすることができ、モニター装置９
３の画像が鮮明になったり、誤った信号が送られるよう
な不都合がなくなる。但し、このようにすると、接続線
が延び切ったところで回転体３０が回転し得なくなるた
め、回転体３０の回転回数に制限を設け、その回数に到
達すると自動的に回転体３０の回転を止めるような制御
が採用される。
【０１０５】（９）上記の実施形態において、内視鏡１
０を体腔内に挿入した後、被験者の体外から磁石を操作
し、回転体３０に設けられた永久磁石６２との間の吸引
力を利用して内視鏡１０を体腔内で移動させることがで
きる。こうすることによって内視鏡１０を体腔内で容易
に移動させることができるとともに、柔軟コード７０の
操作を併用すれば、内視鏡１０をさらに目的の個所に的
確に移動させることが可能になる。
【０１０６】（１０）上記の実施形態においては、洗浄
液チューブ７７は、柔軟コード７０とは別体として内視
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鏡１０に接続されているが、こうする代わりに洗浄液チ
ューブ７７を柔軟コード７０に内装すれば、コードが１
本になり、コードの絡まりが生じず、内視鏡１０の操作
がより容易に行い得るようになる。
【０１０７】（１１）以上の実施形態においては、カプ
セル体２０，２０′内に回転体３０，３０′が内装され
た二重構造の内視鏡１０，１０′について説明したが、
以下、他のタイプの内視鏡１０″について説明する。図
７は、さらに他の実施形態の内視鏡１０″を示す斜視図
である。この図に示すように、このタイプの内視鏡１
０″は、先の実施形態のような回転体３０，３０′が採
用されておらず、カプセル先体２１″およびカプセル基
体２２″からなるカプセル体２０″のカプセル先体２
１″の外周面適所に直接カメラ４０が設けられている。
【０１０８】また、光源部材５０′としては、上記のよ
うなランプ部５３に代えて複数本の光ファイバー５５が
採用され、これら光ファイバー５５の先端がカメラ４０
の回りに全周に亘って配されている。
【０１０９】このようなタイプの内視鏡１０″によれ
ば、回転体３０，３０′を設けない分構造が簡単にな
り、部品コストおよび組み付けコストの低減化に寄与す
ることができるとともに、柔軟コード７０に内装された
ワイヤの操作でカプセル体２０″の姿勢を変更し得るよ
うにすることで、体腔内を広い範囲に亘ってカメラ４０
で撮影し得るようになる。
【０１１０】
【発明の効果】請求項１記載の発明によれば、体腔内撮
影用の撮像部を内装するケーシングとして楕円球状のカ
プセル体を採用したため、口腔から体腔内への撮像部の
挿入が従来に比べて格段に容易になるとともに、撮像部
を飲み込むときの被験者の苦痛を大きく軽減することが
できる。
【０１１１】また、駆動部の駆動で撮像部を内装したカ
プセル体内の回転体を回転させるようにしたため、体腔
内の撮像範囲を拡大することができる。
【０１１２】請求項２記載の発明によれば、撮像部およ
び光源を回転体の傾斜面に取り付けたため、体腔の内壁
面を全周に亘って確実に撮影することができる。
【０１１３】請求項３記載の発明によれば、カプセル体
を、半楕円球状のカプセル基体と、このカプセル基体に
一体に接続される半楕円球状のカプセル先体とによって
構成するとともに、カプセル先体透明材料で形成したた
め、半楕円球状を呈したカプセル基体の円形端縁に、同
カプセル先体を結合するという簡単な組付け操作でカプ
セル体の半分に透明部を容易に形成することができる。
また、カプセル体は、カプセル基体とカプセル先体とに
分離可能であるため、回転体をカプセル体内へ組み込ん
で行う組付け作業や、回転体の保守・点検作業を容易に
行うことができる。
【０１１４】請求項４記載の発明によれば、駆動部を、
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カプセル基体の内周面に周方向等ピッチで設けられた複
数のステータ磁極と、回転体の基端側にステータ磁極に
対応して設けられた複数のロータ磁極とによって構成し
たため、別途電動モータを設ける必要がなくなり、回転
体の回転構造を簡単なものにした上で、回転体を確実に
回転させることができる。
【０１１５】請求項５記載の発明によれば、柔軟コード
に対するカプセル体の傾倒姿勢を調節するワイヤを設け
たため、ワイヤを操作することにより、カプセル体を柔
軟コードに対して傾倒し得るようになり、これによって
カプセル体が一個所に留まった状態での撮像部の撮影範
囲を拡大することができる。
【０１１６】請求項６記載の発明によれば、カプセル基
体にカプセル先体の表面に向けて洗浄用流体を吹き付け
る流体噴射孔を設けたため、体腔内でカプセル先体に異
物が付着して透明度が低下したとき、カプセル基体の流
体噴射口から流体を噴射することにより異物を取り除い
て低下した透明度を容易に回復することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る内視鏡の一実施形態を示す一部切
欠き分解拡大斜視図である。
【図２】図１の内視鏡の組立て拡大斜視図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】コネクタの一実施形態を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る上記実施形態の内視鏡を利用した
内視装置の一実施形態を示す説明図である。
【図６】他の実施形態の内視鏡を示す断面図である。
【図７】さらに他の実施形態の内視鏡を示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
１０，１０′，１０″  内視鏡
２０，２０′，２０″  カプセル体
２１，２１′，２１″  カプセル先体
２１ａ  先体側環状縁部
２２，２２′，２２″  カプセル基体
２２ａ  基体側環状縁部
２３  環状段差部          ２４  大径環状パッキン
２５  引込み孔            ２５ａ  大径孔
２５ｂ  小径孔            ２６ａ  環状溝
２６  接続筒              ２７  膨出条
２７ａ  通液路            ２７ｂ  洗浄液噴射孔
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２９  収容室
３０，３０′  回転体
３１，３１′  先端側回転体
３２，３２′  基端側回転体
３３  偏平軸              ３３０  環状端子
３４  小径ベアリング
３５  大径ベアリング      ３６  傾斜平面部
３６ａ  カメラ装着孔      ３６ｂ  ランプ装着孔
３９  装着室              ４０  カメラ
４１  撮像レンズ          ４２  レンズ部
４３  ディバイス部        ５０，５０′  光源部材

５１  凹レンズ            ５２  レンズ部
５３  ランプ部            ５３ａ  キセノンランプ

５４  信号用環状端子      ５５  光ファイバー
６０  駆動部              ６３  鉄心
６１  電磁コイル（ステータ磁極）
６２  永久磁石（ロータ磁極）
６４  導線                ７０  柔軟コード
７１  コード本体          ７２  光源用電力線
７３  電磁コイル用電力線  ７４  信号線
７５  ガイドチューブ      ７２０  接続端子
７６  ワイヤ              ７７  洗浄液チューブ
７７ａ  洗浄液供給装置    ７７ｂ  洗浄液貯槽
７７ｃ  送出ポンプ        ７７ｄ  開閉バルブ
８０  コネクタ            ８１  コネクタ本体
８２  フランジ部          ８２ａ  接続孔
８３  端子部材            ８４  受水接続筒
８５  小径環状パッキン    ８５ａ  円弧長孔
９０  内視装置            ９１  制御装置
９１ａ  駆動電流形成部    ９１ｂ  カメラ駆動部
９１ｃ  ランプ用電源部    ９１ｄ撮像信号処理部
９２  操作部              ９２ａ  電源スイッチ
９２ｂ  駆動スイッチ
９２ｃ  回転速度調節ダイヤル
９２ｄ  回転方向切換えスイッチ
９２ｅ  点灯スイッチ      ９２ｆ  印刷ボタン
９２ｇ  洗浄ボタン        ９２ｈ  カメラ操作ボタ
ン
９３  モニター装置        ９４  出力装置
９９  商用電源            Ｌ  中心線
α  傾斜角度
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